




















 

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
場
合

　

加
入
契
約
料
、月
額
利
用
料
な
ど
の

費
用
が
掛
か
り
ま
す
が
、お
近
く
の
ケ

ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
会
社
に
加
入
し
、地
上
デ

ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
を
見
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
は
、伝
送
方

式
に
よ
り
、「
パ
ス
ス
ル
ー
方
式
」と「
ト

ラ
ン
ス
モ
ジ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
方
式
」が
あ
り

ま
す
。所
有
す
る
テ
レ
ビ
で
視
聴
で
き

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

 

ビ
ル
の
都
市
受
信
障
害
対
策

 

共
同
受
信
の
場
合

　

地
デ
ジ
に
移
行
す
る
と
、受
信
障
害

が
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。受

信
障
害
が
解
消
さ
れ
た
場
合
は
、個
別

に
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
を
取
り
付
け
て
地

デ
ジ
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。受
信
障
害
が
解
消
さ
れ
ず
、引
き

続
き
共
同
受
信
で
見
る
場
合
は
、Ｕ
Ｈ

Ｆ
ア
ン
テ
ナ
を
新
た
に
取
り
付
け
る
な

ど
の
共
同
受
信
設
備
の
改
修
工
事
が
必

要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。具
体
的

な
改
修
予
定
や
経
費
負
担
に
つ
い
て
は

保
守･

管
理
業
者
や
受
信
障
害
の
原
因

で
あ
る
建
物
な
ど
の
所
有
者
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

 

難
視
聴
解
消
共
同
受
信
の
場
合

　　

施
設
の
改
修
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、現
在
委
託
し
て
い
る
保
守

会
社
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

デジタル

テレビ
端子

アナログ
テレビ

テレビ
端子

分配器

分配器

チューナー

必要により
地上デジタル放送用
UHFアンテナ
交換または追加

ブースター
調整・交換
または追加

地上アナログ
放送用アンテナ

デジタルテレビ

(社)日本ケーブルテレビ連盟
お客様相談窓口

Tel : 03-3490-3830
（平日 9:30～17:00）

共同施設での受信のご相談は下
記までお問い合わせください。

(社)日本CATV技術協会

Tel : 0120-774-673
（平日 9:30～17:00）

ブースター

Dpaホームページ
　http://www.dpa.or.jp/地デジコールセンターナビダイヤル

Tel ： 0570-07-0101
平日 　　　 9：00～21：00
土・日・祝日　9：00～18:00

IP電話など、ナビダイヤルがつながらない方は

Tel : 03-4334-1111
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協会からのお知らせ・活動報告

社団法人日本ガス協会からのご案内

　本年４月以降に製造される家庭用ガスコンロ（※）の全口に安全機能（図１参照）が搭載
（メーカーの自主基準）される運びとなりました（名称：Ｓｉセンサーコンロ）。
(※) 持ち運びできる１口コンロを除く。

　家庭用ガスコンロの調理油過熱防止装置（以下「あげルック」という）は、センサーが鍋底の
温度を感知し、約250度になると自動的に消火する機能で、天ぷら油火災の撲滅のため、平成
４年にバーナーの１口に「あげルック」を搭載したコンロが開発され、平成６年より「あげルッ
ク」コンロと名付けられ、現在では普及率が６割を超えているものと思われます。
　東京消防庁のデータによると、平成 18 年に発生した 261 件のガステーブル火災のうち、
69件の火災が「あげルック」搭載のガスコンロでしたが、火災原因はセンサーがついていない
バーナーを使用したためという結果が出ており「あげルック」の有効性が証明されています
（図２参照）。

　「あげルック」については、すぐにセンサーが反応し火が消えるので不便との意見があり
ました。このような意見を受け、メーカー自主基準として「早切れ防止機能」（鍋底が約
250 度になっても消火せずに、温度調節を開始する機能）を、原則、手前側のバーナーに
搭載することになりました。
　賃貸物件管理業者様、賃貸オーナー様におかれましては、Ｓｉセンサーコンロへの取替を
ご検討いただきますとともに、ご自身でガスコンロをお持ち込みになっている入居者の方々
の取替につきましてもお薦めいただければ幸いです。
また、入居者の方々への安全の周知（「揚げ物を行う際は『あげルック』装着火口で行う」「揚
げ物を行う際は決してそばを離れない」）につきましても、引き続き、よろしくお願いいた
します。

「あげルック」搭載コンロからの出火（※）

「あげルック」の搭載されていないコンロからの出火

（※）

69件
26％

192件
74％

図 1　全口センサーコンロ（Ｓｉセンサーコンロ）搭載の各機能について

図2　「あげルック」の有効性

安全
機能

安全
機能

便利
機能

安全
機能

調理油過熱防止装置 立ち消え安全装置
（天ぷら油過熱防止装置）

こんろ消し忘れ消火機能
グリル消し忘れ消火機能 早切れ防止機能

加熱中 火が消えると
ガスを遮断

加熱中 一定時間で自動消火 加熱調理中 炒め物等は
消火しません

炒め物などの場合、
鍋底が約 250℃に
なっても消火せずに
火力調節をします。

消し忘れても、点火後
一定時間が経過した時
点で自動消火します。

センサーが鍋底の温度を感知し
約 250℃になると自動的に消
火して油の発火を防ぎます。

煮こぼれや吹きこぼれ、
強風などで火が消えた
時、自動的にガスを止
めます。

「あげルック」搭載コンロからの出火の全てがセンサーのついていない
側のバーナーを使用
「あげルック」センサーの付いている側のバーナーからの出火は０件
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賃貸管理業賠償責任保険　最近の事故事例

無料法律相談（会員限定）のご案内

　本会顧問弁護士による電話での無料法律相談（会員限定）を実施しています。相談内容は、賃
貸管理に関するもので、相談時間は１回15分以内とさせていただきます。電話受付の際、会員
確認のため会員番号をお尋ねしますので、あらかじめご用意ください。
　4月、5月の開催日は以下のとおりとなっております。

日時：平成20年　4月14日（月）　午後１時～４時
　　　　　　　　　4月28日（月）　午後１時～４時
　　　　　　　　　5月12日（月）　午後１時～４時
　　　　　　　　　5月26日（月）　午後１時～４時
電話：03－3865－7031

H19.4

H19.4

H19.4

H19.7

H19.9

H19.10

H19.10

不明

H19.12

H19.12

H19.12

H20.1

H20.1

H20.1

H20.1

約７０万円

約１００万円

約２０万円

約２０万円

約１０万円

約２０万円

約３０万円

支払手続き中

支払手続き中

支払手続き中

支払手続き中

調査中

入居前空室点検で、トイレの水の流れが完全に止まる確認を怠っていたため
階下へ水漏れ。

保険金支払事由に当たらず、
対象外

保険金支払事由に当たらず、
対象外

保険金支払事由に当たらず、
対象外

時間制温泉蛇口と風呂ドアを開けっ放しにして入居者が退去していたにもか
かわらず、すぐに現場確認を行わなかったため水漏れが発生。

電機温水器の点検を怠ってしまったため、入居までの約1ヶ月間水が出っ放
しの状態となっており、その水道代金の請求。

台風による強風で駐車場設置看板が駐車中の車両に当たった。

清掃終了後に水栓を閉め忘れてしまい、階下の入居者所有物に損害を与えた。

屋根のスノコが腐って排水口を塞いでいたため、豪雨で２F 共用部分が水浸
しになり階下へ水漏れしたもの。

店舗敷地内の樹木の枯れ葉が排水口に詰まり、豪雨で店内に浸水したもの。

新規入居者が駐車ルールを守らず、被害を受けた入居者が責任を取るよう求
めたため、引越し費用を支払った。

キッチンシンクの排水口のふたをしたままで、水道開栓の手続をしたため、シ
ンクから水があふれて階下に被害を与えた。

前入居者が自費でドアを交換した際、電気配線を傷つけており、大雨で漏電が
発生したため電気工事代金の請求を受けた。

物件の入り口にバイク（持ち主不明）が駐輪してあり、出入りしにくい状況で
ジャンパーがバイクに引っかかり破れてしまった。

新入居者の荷物を若干搬入後、室内クリーニングを行う予定が、きちんとその旨をクリーニング
業者に伝えていなかったため、業者が前入居者の家財と思い込んで廃棄してしまったもの。

キッチンシンクの排水口のふたをしたままで、水道開栓の手続をしたため、シ
ンクから水があふれて階下に被害を与えた。

空室点検の際、台所シンク天板に穴が開いていて水が漏れる状態となった。原
因不明で管理上の責任を問われる。

屋外設置の石油給湯器の水抜きを怠ったため、内部配管が凍結により破断し
た。

事故日 事故状況 支払保険金（円）

※本保険は、賃貸不動産管理業協会の全会員を対象にした損害賠償責任保険です。
　保険の内容等は、本会よりすでに送付しております「事業のご案内」あるいは本会ホームページをご参照
　願います。

【対象期間H19.4.1 ～ H20.1.31】
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